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八潮市市内産農産物利用店認定事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、第二次八潮市都市農業振興基本計画に定める八潮市

内における地産地消の推進と農産物のブランド化を実現するため、農業

者と商工業者との連携から経営の多角化を促進し、もって市内産農産物

の認知度を向上することで消費の拡大を図ることを目的に実施する市内

産農産物利用店認定シール交付事業（以下「認定シール交付事業」とい

う。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象） 

第２条 認定シール交付事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該

当するものとする。 

⑴ 積極的に市内産農産物の魅力を活用する計画があるもの 

⑵ 市等が実施する地産地消関連事業に協力するもの 

⑶ 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）その他関係法令を遵守し

ているもの 

（申請） 

第３条 前条の規定により認定シール交付事業の対象となる者であって、

市内産農産物利用店認定シール（以下「認定シール」という。）の交付

を希望するものは、八潮市市内産農産物利用店認定申請書（様式第１号

）に必要な書類を添えて市長に提出するものとする。 

（認定） 

第４条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げ

る基準のいずれかに該当するかを審査の上、認定の可否を決定し、その

旨を八潮市市内産農産物利用店認定シール使用承認通知書（様式第２号

）又は八潮市市内産農産物利用店認定シール使用不承認決定通知書（様

式第３号）により通知するものとする。 

⑴ 販売する市内産農産物利用商品について、その市内産農産物の使用

内容等を常時明示し、利用者が容易に理解可能な形体で販売等を行う

もの 

⑵ 市内産農産物の商品の販売額、販売量の増加に対する意欲があるも

の 

⑶ 年間を通じて市内産農産物の商品を販売し、又は取り扱い、その旨
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を明示するもの 

２ 市長は、前項の規定により認定をしたときは、当該認定を受けた者（

以下「認定者」という。）について、認定者台帳（様式第４号）に記載

し、速やかにその内容を公表するものとする。 

（認定シールの交付） 

第５条 市長は、前条第１項の規定により認定したときは、認定者１人に

つき、原則として認定シール２枚を１セットとして、認定者に交付する

ものとする。 

（認定シールの再交付） 

第６条 認定者は、汚損等により、認定シールの再交付を希望する場合は

、その理由を明示して八潮市市内産農産物利用店認定シール再交付申請

書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（費用負担） 

第７条 認定シールの交付は、無償とする。 

（遵守事項） 

第８条 認定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 認定シールは自己の使用に限るものとし、他人に譲渡し、又は販売

しないこと。 

⑵ 認定シールを改ざんしないこと。 

⑶ 認定シールを第１条に規定する目的以外に使用しないこと。 

（認定事項の変更届） 

第９条 認定者は、認定内容に変更が生じたときは、八潮市市内産農産物

利用店認定内容変更届（様式第６号）により、速やかに市長に届け出な

ければならない。 

（認定期間） 

第１０条 認定期間は、初めて認定を行った年度から起算して３年間とし

、以後３年毎に更新することができる。 

（認定の更新） 

第１１条 前条の規定により、認定の有効期間満了後引き続き認定を受け

ようとする者は、有効期間の満了の日前までに、八潮市市内産農産物利

用店認定内容更新届（様式第７号）により市長に届け出なければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該認定者の認定継
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続の意思及び第４条第１項各号に掲げる認定基準に反していないことを

確認の上、認定を更新するものとする。 

（認定シールの辞退） 

第１２条 認定者は、認定シールの使用を辞退するときは、第５条の規定

により交付した認定シールを添えて、八潮市市内産農産物利用店認定辞

退届（様式第８号）を市長に届け出なければならない。 

（認定シールの利用の取消し） 

第１３条 市長は、認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、八潮市市内産農産物利用店認定シール使用承認取消通知書（様式第

９号）により認定シールの利用を取り消すものとする。 

⑴ 前条の規定により認定の辞退の届出があったとき。 

⑵ 営業を終了したにも関わらず、辞退の届出がされないとき。 

⑶ 第２条の規定による対象者に該当しなくなったとき。 

⑷ 消費者の信頼又は地場産品のイメージを著しく失墜させる行為があ

ったとき。 

⑸ 前各号に定めるもののほか、認定を取り消すべき重大な事由が生じ

たとき。 

⑹ その他市長が特に認めたとき。 

２ 前項の通知を受けた者は、認定シールの掲示をしてはならない。 

（取消しの公表） 

第１４条 前条第１項の規定による取消しを行った場合において、第３条

の規定による申請の内容について、故意又は重大な過失による虚偽があ

った場合は、認定を取り消した上で、事業者名及びその取消しの理由を

公表するものとする。 

（認定者のＰＲ及び情報提供） 

第１５条 市長は、ホームページ等で認定者についてを広報し、及び当該

者に対し八潮市内産農産物等の情報提供等を行うものとする。 

（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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別表 

サイズは縦３６４㎜ 

    横１２８．５㎜ 

（日本工業規格Ｂ４版縦半分） 

貼付面は表裏２種類とする 

●●●には、認定番号を記

載 

 

№●●● 認定   年度 

八潮市地産地消推進協議会 
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様式第１号（第３条関係） 

八潮市市内産農産物利用店認定申請書 

  年  月  日 

（宛先）八潮市長 

 住所 

 申請者 氏名           印 

 電話 

 

八潮市市内産農産物利用店認定シール交付要綱第３条の規定により、次のと

おり認定を受けたいので申請します。 

なお、認定された際には、市が申請書記載事項について公開することを承諾

します。 

 

使用している八潮市市内産農産物の品目名： 

 

必要書類：市内産農産物を仕入れたことがわかる領収書 

市内産農産物の使用を明示している店内表示の写真 

その他、市内産農産物を利用していることがわかる書類 
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様式第２号（第４条関係） 

八潮市市内産農産物利用店認定シール使用承認決定通知書 

  発第    号 

  年  月  日 

認定番号 

住所 

氏名             様 

 

 八潮市長 

 

八潮市市内産農産物利用店認定シール交付要綱第４条の規定により、次のと

おり承認しましたので通知します。また、同要綱第５条の規定に基づき、認定

シールを交付します。 
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様式第３号（第４条関係） 

八潮市市内産農産物利用店認定シール使用不承認決定通知書 

  発第    号 

  年  月  日 

住所 

氏名             様 

 

 八潮市長 

 

八潮市市内産農産物利用店認定シール交付要綱第４条の規定により、次のと

おり不承認としましたので通知します。 

 

理由： 
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様式第４号（第４条関係） 

八潮市内産農産物取扱店認定事業 認定者台帳 

年度 

認定番号 認定年月日 使用品目 使用生産者 全量当たり使用量 使用料理名 認定期間 

〇－１      ～ 

〇－２      ～ 

：      ～ 

： 

： 

      

      ～ 

      ～ 

      ～ 

※〇は、元号表記のアルファベット通し番号 
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様式第５号（第６条関係） 

八潮市市内産農産物利用店認定シール再交付申請書 

  年  月  日 

（宛先）八潮市長 

 認定番号 

 住所 

 申請者 氏名          印 

 電話 

 

八潮市市内産農産物利用店認定シール交付要綱第６条の規定により、次の理

由のとおり再交付を受けたいので申請します。 

 

理由： 
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様式第６号（第９条関係） 

八潮市市内産農産物利用店認定内容変更届 

  発第    号 

  年  月  日 

（宛先）八潮市長 

 認定番号 

 住所 

 申請者 氏名          印 

 電話 

 

八潮市市内産農産物利用店認定シール交付要綱第９条の規定により、次のと

おり届け出ます。 

 

変更内容： 
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様式第７号（第１１条関係） 

八潮市市内産農産物利用店認定内容更新届 

  発第    号 

  年  月  日 

（宛先）八潮市長 

 認定番号 

 住所 

 申請者 氏名          印 

 電話 

 

八潮市市内産農産物利用店認定シール交付要綱第１１条の規定により、次の

とおり届け出ます。 

 

更新内容： 
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様式第８号（第１２条関係） 

八潮市市内産農産物利用店認定辞退届 

  年  月  日 

（宛先）八潮市長 

 認定番号 

 住所 

 申請者 氏名          印 

 電話 

 

八潮市市内産農産物利用店認定シール交付要綱第１２条の規定により、次の

理由により辞退したいので、第５条に基づき交付された認定シールを添えて届

け出ます。 

 

理由： 
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様式第９号（第１３条関係） 

八潮市市内産農産物利用店認定シール使用承認取消通知書 

  発第    号 

  年  月  日 

認定番号 

住所 

氏名             様 

電話 

 

 八潮市長 

 

次に記載のとおり、八潮市市内産農産物利用店認定シール交付要綱第１３条

１項  号に該当すると認められるため、同条同項の規定により認定を取り消

しましたので、その旨を通知します。 

 

取消事由： 

 


